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論　　説

　抄　録　インターネット等のネットワーク上で複数のサーバーや端末等のリソースが結合して利用
されるシステムに関する特許（ネットワーク利用特許）においては，リソースの一部のみを保有また
は運用している当事者が特許権を侵害する者といえるかどうかが問題となる。従来この問題について
は，共同直接侵害の理論や道具理論による解決が検討されてきた。近時，この問題に関する判決が相
次いで出されており，従来の議論とは異なる観点から侵害を認定している。これらの判決はいずれも，
特許の実施行為としての「使用」の解釈の再考を示唆し，ネットワーク利用発明のクレーム記載の在
り方にも影響を及ぼすものである。
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1 ． はじめに

ビジネス方法特許，ソフトウェア関連特許に
おいては，インターネット等のネットワーク上
で複数のサーバーや端末等のリソースが結合
して利用される形態のものが一般的となってい
る。こうしたネットワーク利用特許は，クレー
ムに記載されている各リソースが複数の者に
別々に保有または運用された状態で実施される

ことが多い。そのため，リソースの一部のみを
保有または運用している当事者が特許権を侵害
する者といえるかどうかが問題となる。
このような問題は，ネットワーク利用発明が

数多く出願されるようになった当初（1990年代
の終わり頃）から指摘され，議論がなされてい
たが，裁判例はない状態が続いていた。
しかしながら，近時，この問題に関する判決

が相次いで出されており，従来の議論とは違っ
た論理によって侵害を認定している。以下では，
従来の議論を整理した上でこれらの判決を紹介
し，今後の展望を考察する。

2 ． 従来の議論の状況

2．1　問題の所在

わが国の特許法は，複数主体による侵害行為
の規定を設けておらず，侵害の差止めを規定す
る特許法100条の規定は，単独の主体によって
すべての構成要件が実施されることを前提とし
ていると考えられていた。

ネットワーク利用特許の実施行為と侵害の主体
──加工レンズ供給システム事件とJAddressサービス事件を中心として──
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損害賠償請求については，共同不法行為者の
責任を定めた民法719条によって，共同不法行
為者の責任を問うことが可能であると考えられ
る。しかし，差止請求権は，特許法が固有に特
許権者に付与した権利であるために，民法719
条によって共同侵害者に対する差止請求を根拠
づけることはできないとされている。特許法は，
構成要件の一部を実施する者に対して侵害責任
を問うことができるみなし侵害として，間接侵
害の規定をおいているが，間接侵害は構成要件
の全部を直接実施する者の存在を前提としてい
る。直接の実施を単独で行う者がおらず，直接
の実施が複数の者により行われる場合について
は，特許法上の規定はないため，その各自に対
して差止請求をすることができるかどうかが問
題とされてきたのである。
この問題は，従前，典型的には方法の特許に
ついて生ずるものと考えられていた。
例えば，３つのステップＡ，Ｂ，Ｃを構成要
件とする方法の特許において，このそれぞれを
充足する行為ａ，ｂ，ｃを，異なる主体甲，乙，
丙がそれぞれ実行しているとする。方法の特許
の場合には，このように各構成要素を異なる主
体がそれぞれ実行していると，Ａ＋Ｂ＋Ｃの全
体を実施する者は誰もいないことになる。
他方，これが，Ａ，Ｂ，Ｃを構成要件とする
物の特許であれば，それぞれの要件を充足する
部材ａ，ｂ，ｃについて，まず甲が部材ａを製
造し，これを仕入れた乙がｂを含む複合部材に
して，最後にこの複合部材を仕入れた丙がｃを
付加して完成品を製造するというようになるの
が通例である。この場合，最後の丙は，結局ａ
＋ｂ＋ｃの全体を含む物を生産していることに
なるので，丙は当然に特許の直接侵害者となる
し，甲や乙に対して差止請求をしようとするな
らば，間接侵害の規定によればよい。
ところが，方法の特許の場合には，上述のと
おり，Ａ＋Ｂ＋Ｃの全体を実施する者が誰もい

ないということになるために，単独で直接の実
施をした者がおらず，したがって，間接侵害の
規定によることもできないということになる。
このような問題は，ネットワーク関連発明に

おいては，発明が方法の発明としてクレームさ
れる場合のみならず，物（システム）の発明と
してクレームされる場合も生じる。すなわち従
来の物（製品）と異なり，システムにおいては，
構成要素が関与者に分属したままでネットワー
クにより結合され，システムが組成される場合
が多いので，このような場合には全体を直接実
施する者が誰もいないのではないか，と考えら
れることになるのである。例えば，検索機能を
有するサーバーＡ，インデックスを生成するサ
ーバーＢ，端末Ｃを構成要素とする情報検索シ
ステムの特許発明であれば，それぞれの要件を
充足するサーバーａ，サーバーｂ，端末ｃにつ
いて，甲がサーバーａを運用し，乙がサーバー
ｂを運用し，ユーザー丙が端末ｃを利用してい
る場合，結局ａ＋ｂ＋ｃの全体を含むシステム
全体を実施している者はいないのではないかと
いう問題認識である。
以上のように，方法の発明や，ネットワーク
利用発明が複数の者により分担実施されている
場合にあっては，客観的には特許権侵害状態が
発生しているにもかかわらず，誰にも差止請求
ができないとすると，実質的な法的救済に著し
く欠ける事態を招来することになる。そこで，
このような場合において構成要件の全てを実行
しているわけではない者を実施者ととらえ，実
質的に妥当な法的救済を図るため，次のような
理論が提唱されてきた。

2．2　共同直接侵害

上述したような，客観的に共同関連している
複数の者の行為によって，結果として構成要件
の全てが実行され，特許権者の実施の専有状態
を損なう第三者による実施状態が現出している

 　本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 61　No. 1　2011 7

場合に，「共同直接侵害」として差止めを認め
ようとする説が多くの論者により主張されてい
る。共同直接侵害が認められるためには，結果
的に特許権侵害に関与する複数の主体間におい
て，客観的共同関係さえあれば足り，主観的な
意思の共同は不要であるとする説１）もあるが，
当該発明の実施行為について何らかの主観的意
思の共同を必要とする説が多数である２）。
従来の裁判例において，このような理論に基
づいて侵害を認めたものはないが，発泡性ポリ
スチロール事件３）では，理由中において，「他
人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実
施行為とあいまって，全体として他人の特許方
法を実施する場合に該当するとき，例えば一部
の工程を他人に請負わせ，これに自ら他の工程
を加えて全工程を実施する場合，または，数人
が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施
する場合には，…いずれも特許権の侵害行為を
構成するといえる」としてこの理を認めている。

2．3　道具理論

上述のとおり，共同直接侵害が認められるた
めには，関与する複数の主体間において主観的
意思の共同が必要であるとする説が多数である
が，意思の共同がない２つの主体によって方法
の特許が分担実施されている場合でも，そのう
ちの一当事者が他の当事者の道具として一部を
実行しているにすぎないと見て，この他の当事
者が全体を実施していると判断できる場合があ
るとしたのが電着画像事件判決４）である。
同判決では，複数の工程からなる電着画像の
形成方法の特許について，被告が，そのうち最
後の工程以外の工程を実行して得られた部材
を，購入者において最終工程が実施されること
を明らかに見越して，販売したときは，被告は，
この最終工程を，被告製品の購入者である文字
盤製造業者を道具として実施しているものとい
うことができる，としている。

この判決の結論は概ね是認されているが，「道
具として実施している」という理由付けは，何
をもって道具と見ることができると判断できる
のかが判断基準として機能しないとの批判がな
されている。
学説としては，このような場合でも間接侵害

が適用できるとの説５）の他，均等論の適用によ
って解決可能な場面だとする説６）もある。

2．4　ネットワーク利用発明における実施

従前は，２．１で述べたとおり，ネットワー
ク利用発明が方法の発明としてクレームされて
いる場合と，物の発明としてクレームされてい
る場合をあまり区別することなく，２．２及び
２．３で述べたような理論により，差止請求を
認めることができないかを中心に議論されてき
た。しかしながら，ネットワーク利用発明が物
の発明としてクレームされている場合について
は，構成要素を分担運用している者は単独では
直接実施していることにならないとの前提につ
いても，特許の実施の概念に立ち戻った検討を
する意義があると考えられる７）。
まず，方法の発明について改めて確認すると，
方法の発明は，経時的な発明であり，「一定の目
的に向けられた系列的に関連のある数個の行為
または現象によって成立するもの」とされる８）。
方法の発明の実施は方法の「使用」をする行為
に限定されており（法２条３項２号），その方
法の本来の目的を達成するような方法の使用の
みが実施とされている９）から，方法の発明の実
施に該当するためには，クレームに記載された
系列的に関連のある数個の行為（または現象）
の全てを順次実行する（または生じさせる）こ
とが必要である。したがって，方法の発明を一
者が単独で使用したというためには，必然的に，
構成要素の全てを一者が全て順次実行すること
が必要となる。
しかしながら，物の発明においては，当該物
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には経時的な要素はない。ネットワーク発明が
物（システム）としてクレームされている場合
には，当該システムに関与する一当事者の行為
を「使用」と見るかどうかを検討する時点では，
各構成要素が誰によって保有され運用されてい
るかはともかく，システムは利用可能な状態に
組成されていることになる。物の発明について
は，実施行為としての「使用」とは，「発明の
目的を達するような方法での当該特許発明にか
かる物を用いることを指す」と解されるといっ
た説明がされるに留まっているところ，少なく
とも当該システムのいわゆるユーザーについて
は，たとえ構成要素の一部が他者に帰属してい
るとしても，当該発明の目的を達するような方
法で当該システムを用いているから，当該発明
にかかるシステムを単独で使用する者であると
言うことが可能である10）。上述の検索機能を有
するサーバーＡ，インデックスを生成するサー
バーＢ，端末Ｃを構成要素とする情報検索シス
テムの特許発明の例で言えば，端末ｃを使用す
るユーザーは，検索の目的を達するような方法
で当該情報検索システムを用いているから，単
独の実施者であると判断することができる。
しかし，特許権利者が権利行使したいのは，
通例，サービスを提供している事業者に対して
であろうから，このようにユーザーを実施者で
あると見たところで，解決にはならない。物の
特許に関する間接侵害規定は，物の「生産」に
使用する物だけを対象としているため，間接侵
害の規定によることもできない。
そこで，更に検討されてよいのは，事業者に
よるサービスの提供をシステムの「使用」とと
らえられないか，ということである。
物の「使用」についての従来の理解は，もと
もと，譲渡や貸し渡しによって，需用者に特許
の対象製品の占有が移転し，需用者がそれを用
いるということを想定している。要するに，従
来は，特許対象物を占有下において使用すると

いうことを想定していたわけである。
物の特許においては，譲渡や貸し渡しも実施

とされているが，これは，要するに特許の効用
が具現化されている物の占有を移転すること
によって，特許対象物の持つ効用を他人に享受
させることを業として行うことを実施ととらえ
ようとしているわけである。そうすると，シス
テム全体の占有を移転することなく，システム
に関する特許の効用を需要者に提供するという
行為も，譲渡や貸し渡しと等価な，特許製品の
持つ効用を利用する実施行為に実質的に相当す
ると言える。そのような行為も実施に該当する
と解釈するべきだと考えたとき，その文言とし
て適しているのは，「使用」の文言であり，シ
ステム全体をサービスの用に供するということ
も，「使用」という概念に含めることができる
のではないかと考えることになる。そのように
考えるときは，「使用」の意義を，「発明の目的
を達するような方法で当該特許発明にかかる物
を用いることができるよう，役務として提供す
ることを含む」というように拡張的に理解する
ことになる。
このような拡張は，「使用」という語の本来

もつあいまいさに依拠して，従来の「使用」の
語の概念を拡張する解釈であり，特許に関連し
た他人の行為の自由を不当に制限しかねない解
釈であるとの批判が考えられる。しかしながら，
以下で見ていく２つの近時の判例は，このよう
に実施行為たる「使用」の概念を拡張する解釈
と方向性が重なる解釈を示している。

3 ． 加工レンズ供給システム事件判決11）

3．1　判決の概要

（1）事案の概要
本件は，眼鏡レンズメーカーである原告が，
他の眼鏡レンズメーカーを被告として，加工レ
ンズの供給に関する特許権１～４の侵害を主張
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した事件である。
そのうち，判決により侵害が認められた特許
権３（特許第3548569号。以下「本件特許」）は，
加工レンズの供給にかかる物（システム）の特
許発明であり，これに基づき，原告は，被告に
対して，物（システム）の使用の差止め及びそ
の廃棄，並びに損害賠償を請求した。
眼鏡レンズを一般顧客に販売するにあたって
は，眼鏡枠に合う形状にレンズを加工しなけれ
ばならない。現在は，眼鏡店に技術者をおかず
に，レンズ製造業者において加工工程までを行
うようになっている。本件特許発明は，眼鏡枠
を眼鏡店においたままレンズ製造業者において
正確な加工を行うために必要な眼鏡枠等に関す
る情報を眼鏡店とレンズ製造業者との間で交換
し，加工済み眼鏡レンズを供給するためのシス
テムに関する発明である。
本件特許の構成要件を分説すると次のとおり
である（記号Ｆから始まるのは判決文のとおり
とした。）。

【Ｆ】眼鏡レンズの発注側に設置されたコン
ピュータと，この発注側コンピュータへ情報交
換可能に接続された製造側コンピュータと，こ
の発注側コンピュータへ接続された３次元的眼
鏡枠測定装置とを有する眼鏡レンズの供給シス
テムであって，
【Ｇ】前記発注側コンピュータは，眼鏡レン
ズ情報，３次元的眼鏡枠形状情報を含む眼鏡枠
情報，処方値，及びレイアウト情報を含めた枠
入れ加工をする上で必要となる情報を入力し，
発注に必要なデータを前記製造側コンピュータ
へ送信する処理を含む眼鏡レンズの発注機能を
有し，
【Ｈ】一方，前記製造側コンピュータは，前
記発注側コンピュータからの送信に応じて演算
処理を行い，眼鏡レンズの受注に必要な処理を
行う機能を備え，

【Ｉ】前記眼鏡枠情報は，前記３次元的眼鏡
枠測定装置の測定子を前記眼鏡枠の形状に従っ
て３次元的に移動し，所定の角度毎に前記測定
子の移動量を検出して前記眼鏡枠の３次元の枠
データ（Rn，θn，Zn）を採取して得たもので
あり，
【Ｊ】前記発注側コンピュータは，前記３次
元の枠データに基づいて前記眼鏡枠のレンズ枠
の周長，眼鏡枠の傾きTILT，及びフレームPD
を求め，これらを前記製造側コンピュータへ送
信する
【Ｋ】ことを特徴とする眼鏡レンズの供給シ
ステム。

このように，本件特許では，特許請求の範囲
の記載自体において，発注側・製造側という複
数の主体が関与することが想定されている。
被告は，通信回線を利用した玉型加工レンズ

受発注システム（被告システム）を運用し，加
工済み眼鏡レンズを眼鏡店に販売・供給してい
る。被告システムは，眼鏡店が，眼鏡店にある
共通発注端末機等からインターネット等のネッ
トワーク通信を利用して，「メガネット協会」（被
告らレンズメーカー複数社の共同出資により設
立された任意団体）に設置されたコンピュータ
を介して，被告らメーカーとの間で受発注を行
うシステムである。すなわち，被告システムに
おいても眼鏡店，メガネット協会，被告らレン
ズ製造業者という複数の主体が関与する仕組み
となっていた。

（2）判決の要旨
裁判所は，被告システムが本件特許の技術的

範囲に属すると認定した上で，複数主体の関与
の争点について，次のとおり判示した（本稿中
の引用判決中の下線は全て筆者による。）。

ア（ア）本件発明３は，「眼鏡レンズの供給
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システム」であって，発注する者である「発注
側」とこれに対向する加工する者である「製造
側」という２つの「主体」を前提とし，各主体
がそれぞれ所定の行為をしたり，システムの一
部を保有又は所有する物（システム）の発明を，
主として「製造側」の観点から規定する発明で
ある。そして，「発注側」は，「製造側」とは別
な主体であり，「製造側」の履行補助者的立場
にもない。
（イ）この場合の特許請求の範囲の記載や発
明の詳細な説明の記載は，２つ以上の主体の関
与を前提に，実体に即して記載することで足り
ると考えられる。この場合の構成要件充足の点
は，２つ以上の主体の関与を前提に，行為者と
して予定されている者が特許請求の範囲に記載
された各行為を行ったか，各システムの一部を
保有又は所有しているかを判断すれば足り，実
際に行為を行った者の一部が「製造側」の履行
補助者ではないことは，構成要件の充足の問題
においては，問題とならない。
（ウ）これに対し，特許権侵害を理由に，だ
れに対して差止め及び損害賠償を求めることが
できるか，すなわち発明の実施行為（特許法２
条３項）を行っている者はだれかは，構成要件
の充足の問題とは異なり，当該システムを支配
管理している者はだれかを判断して決定される
べきである。
イ　以上を前提に検討すると，被告が被告シ
ステムを支配管理していることは明らかであ
り，原告は，被告に対し，本件特許３に基づき，
他の要件も満たす限り，被告システムの差止め
及び損害賠償を求めることができる。

裁判所は，被告による本件特許の侵害を認定
し，被告システムの使用の差し止め，及び損害
賠償を認容した。

3．2　検　　討

本判決はまず，被告が，特許侵害が成立する
ためには，構成要件の全ての要素を行う必要が
あると主張したのに対し，このような考え方を
否定し，進んで，特許請求の範囲の記載におい
て，２つ以上の独立した主体の関与を前提に，
実体に即して記載することを是認している。
ネットワーク利用発明においては，複数の主

体に分属するリソースを用いることが当然に想
定されることが少なくないのであり，そのよう
なイノベーションも特許制度により促進される
べきだと考えられることからして，この判示は
支持されるべきである。
そして，そのような特徴を有する特許権の侵

害の有無の判断については，「構成要件充足」
と「発明の実施行為を行っている主体」に分解
して判断しているが，これ自体は特段目新しい
ことではない。従来から，この点の要件事実は，
①被告が業として本件目的物（イ号物件）を使
用していること（発明の実施行為を行っている
主体），②被告の使用するイ号物件が特許発明
の構成要件を充足すること（構成要件充足），
の２つから成るものとして整理されており12），
イ号物件が請求の対象として特定されている限
り，この２つの要件に論理的な先後関係はない
からである。
判決は構成要件充足の点につき，「２つ以上
の主体の関与を前提に」各主体による行為やリ
ソースの保有・所有を問題としているが，物の
特許における構成要件充足の判断は，本来，客
観的に存在する対象物件が構成要件に客観的に
合致するか否かの判断であるから，ここに主体
の要素を持ち込むことには違和感がある。本件
特許においても，各構成要件は，（コンピュー
タの区別のために「発注側」「製造側」の語が
用いられていることを除き）コンピュータの機
能や，扱われている情報の成り立ちとして記載
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されているから，構成要件充足の判断において
行為を行った主体やリソースの保有・所有を検
討する必要はない。実際本判決でもそのような
構成要件該当性のあてはめを行っているところ
である。
あるいは，判決は，このような主体に関する
考慮により，全く無関係な主体により実施され
る構成要件要素が取り込まれて，構成要件充足
の判断対象が無限定に広がることを避けようと
しているのかもしれないが，このような配慮は，
発明の実施行為を行っている主体の判断を適切
に行うことで足りると考えられる。
従来の議論においても，複数の関与者によっ
て運用されるシステムが構成要件を充足してい
る場合に，さて，そのうちの一者をして特許発
明を実施する者といえるのか，いえないとして
どのような解決を図ることができるのかという
点を問題として議論してきたのであり，同様の
理解に立っているものと考えられる。
したがって，本判決で重要なのは，発明の実
施行為を行っている主体に関する判断である
が，この点について判決は，判断基準として，「当
該システムを支配管理している者はだれかを判
断して決定されるべきである」と述べるのみで
ある。
この判断基準については，そもそも本件で問
題となっている実施行為である「使用」との関
係で，なぜシステムを支配管理していること
をもって，システムの「使用」といえるのかと
いう論理関係が明らかにされていない問題があ
る。
また，「システムの支配管理」という判断基
準は，その適用にあたり，明確性を欠いている
といわざるをえず，ネットワーク関連発明一般
について，特許発明の対象となる物（システム）
を使用する実施者たりうるかという判断の基準
とするためには，判決のいう支配管理に当たる
ための考慮要素を具体化する必要があると考え

られる。本判決がこのような基準を採用したの
は，近時著作権法の分野において採用されてき
た，いわゆるカラオケ法理13）により，侵害に用
いられる機器やシステムへの支配管理性に着目
して侵害主体を認定している裁判例が多数存在
することが影響していると思われる。しかし，
これら著作権に関する裁判例においては，侵害
を問われた事業者のサービスを受ける消費者の
行為を「支配管理」しているかどうかが問題と
されているのであり，侵害を問われた事業者が
他の事業者の行為を「支配管理」していると認
定した判決は見あたらない。本件では，構成要
件上必須の３つのハードウェアのうち，発注側
コンピュータとこれに接続された３次元的眼鏡
枠測定装置に該当するとされる物件は，眼鏡店
に設置されているのであり，被告が被告システ
ムを支配管理していることはそれほど明らかで
あるとはいえないと思われる。
本判決の結論は支持すべきと思われるが，以

上のような問題点から，従前支持する見解の多
かった共同直接侵害の理論を適用すべき事案
であったとの評価もあり得よう。しかし，本判
決は，本件特許においては「発注側」が「製造
側」の履行補助者ではないことを強調している
ので，そのような独立性の高い事業者間の事案
において，広範な射程範囲を有する共同直接侵
害の理論を適用することには躊躇があったのか
もしれない。
その意味では，本判決は，「発注側」と「製造側」

をクレームに明記している本件特許のような事
案のみに関する事例判決だととらえることもで
きる。しかし，本判決がシステム発明の「使用」
による実施行為について，当該システムを支配
管理しているのは誰かを基準として決定したこ
とは，２．４で上述した，使用概念を拡張する
解釈と方向性の重なる解釈であるといえ，本件
特許のようなクレーム記載上の特徴を有する場
合に留まらず，不可避的に複数者の関与を前提
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とするネットワーク利用発明全般について，侵
害責任を負うべき者がいないという事態を避け
る解釈の方向性を示すものととらえることも可
能である。この判決がそのようにとらえられ，
物の発明としてクレームされるネットワーク利
用発明において，システムの「支配管理」を今
後も基準とする方向が踏襲されるとすれば，上
述のような問題点を克服するため，「支配管理」
を「使用」と認定するために必要な要素を整理
し，その適用の限界を明らかにしていく必要が
あると考えられる。

4 ． JAddressサービス事件判決14）

4．1　判決の概要

（1）事案の概要
本件は，「インターネットサーバーのアクセ
ス管理およびモニタシステム」についての特
許（特許第3762882号。以下「本件特許」）を有
する控訴人（原審原告）が，被控訴人（原審被
告）の実施する「JAddressサービス」という
日本語インターネットアドレスに関するサービ
ス（「被控訴人サービス」）が，本件特許権を侵
害すると主張して，被控訴人サービスの差止め
及びサービスに供されたサーバーの除去，並び
に損害賠償を請求した事件である。
本件特許は方法の発明であり，その構成要件
を分説すると，次のとおりである。

【Ａ】インターネットよりなるコンピュータ
ネットワークを介したクライアントからサーバ
ーシステムへの情報ページに対するアクセスを
提供する方法であって，
【Ｂ】前記クライアントにおいて記述子を提
供する段階と，
【Ｃ】ディレクトリサーバーが，前記記述子
を前記ディレクトリサーバーに存在する翻訳デ
ータベースを用いてURLにマッピングする段

階と，
【Ｄ】前記ディレクトリサーバーが，

REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クラ
イアントに返送する段階と，
【Ｅ】前記クライアントに前記URLを用いて
情報を要求させる段階と，
【Ｆ】前記URLにより識別されたページを前
記クライアント側で表示する段階と
【Ｇ】を備えた情報ページに対するアクセス
方法。

このように，本件特許請求の範囲においては，
実施に不可欠なリソースとして，クライアント
とディレクトリサーバーが記載され，それぞれ
のリソースにおいて順次実行される段階Ｂ，Ｅ，
Ｆ（クライアント）及びＣ，Ｄ（ディレクトリ
サーバー）により構成されている。
被控訴人が開設した被控訴人サービスは，

「Native Language Internet Address（NLIA）
システム」を日本において展開するものである。
NLIAシステムは，インターネットに接続され
たパソコンのユーザーに対し，当該パソコン（ク
ライアントPC）のウェブブラウザのアドレス
バーに任意の文字を記述することで目的のウェ
ブページのURLを取得することを可能とする
サービスである。被控訴人サービスには，サー
バー方式とプラグイン方式があるが，前者は，
被控訴人のDNSサーバー内に付加したプログ
ラムによりクライアントPCに入力された文字
が正規URLであるか否かを判定し，後者は，
これと同じ作用のプラグラムをクライアント
PCにプラグインする方式である。いずれの方
式においても，正規URLでないと判定された
文字列は自動的に被控訴人の運用する「NLIA
サーバー」に送信される。NLIAサーバーは，
「登録情報データベース」を参照して対応する
URLを取得し，当該URLを，REDIRECTコマ
ンドを利用してクライアントPCに送信する。
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本件の争点は多岐にわたるが，侵害の主体に
関しては，被控訴人は，被控訴人サービスにお
いて採用されている方法（「被控訴人方法」）を
使用しているのは，パソコンのユーザーであっ
て，被控訴人ではないとして争った。これに対
して，控訴人は，本稿第２章で解説したとおり
の道具理論及び共同直接侵害の理論により被控
訴人が直接侵害者であると主張した。
原審15）は，本件発明は進歩性を欠き，本件特
許は無効とされるべきものと判断して，原告の
請求を棄却した。そのため，被告の侵害主体性
については判断されていない。原告控訴。

（2）判決の要旨
控訴審の知財高裁は，原判決を覆して本件特
許は有効であるとし，被控訴人方法は，サーバ
ー方式プラグイン方式のいずれも本件発明の技
術的範囲に属すると判示した。その中で，「本
件発明の構成要件Ａにおける『アクセスを提供
する方法』及び同Ｇにおける『アクセス方法』
の主体が異なっており，『アクセス』，『アクセ
スを提供する』及び『アクセスする』が具体的
に何を意味するのか不明瞭である」との被控訴
人の主張を排斥するに当たり，次のとおり判示
した（この判示が，被控訴人が侵害主体である
ことの判断についての重要な前提となってい
る。）。

 「アクセス」が「インターネットよりなるコ
ンピュータネットワークを介したクライアン
ト」による「サーバーシステムの情報ペー
ジ」に対するものであることは構成要件Ａの
記載自体から明らかであり，本件発明がその
ような「アクセス」を提供する方法の発明で
あることも明らかである。そして，提供され
る「アクセス方法」が，構成要件ＢないしＦ
において特定された段階を備えるものである
ことが特定されており，これが「ディレクト

リサーバー」を基点とする情報処理の各段階
を特定するものであることは，特許請求の範
囲の記載から容易に理解することができるの
であり，アクセスを提供する主体として，本
件発明における「ディレクトリサーバー」に
相当するサーバーの管理者が想定されている
ことについても同様である。

その上で，被控訴人の侵害主体性についての
判断部分では，次のとおり判示した。

 本件特許に係る発明の名称は「インターネッ
トサーバーのアクセス管理およびモニタシス
テム」とされており，上記…のとおり，本件
発明に係る特許請求の範囲の記載から，本件
発明における「アクセス」が「インターネッ
トよりなるコンピュータネットワークを介し
たクライアント」による「サーバーシステム
の情報ページ」に対するものであることが明
らかである上，構成要件ＢないしＦに規定さ
れる各段階は，本件発明において提供される
「アクセス」が備える段階を特定するもので
あると解されるから，このような本件発明の
実施主体は，上記のような「アクセスを提供
する方法」の実施主体であって，被控訴人方
法を提供して被控訴人サービスを実施する被
控訴人であると解するのが相当である。
 （2）この点について，被控訴人は，被控訴人
方法を使用しているのはパソコンのユーザー
であって，被控訴人ではないから，被控訴人
は本件発明の実施主体ではないとして，本件
特許権を侵害していないと主張するが，その
主張は，要するに，「アクセス」はクライア
ント（ユーザーのパソコン）によって行われ
る行為であるから，本件発明の実施主体は，
インターネットよりなるコンピュータネット
ワークのユーザーであるクライアントであっ
て，被控訴人ではないという趣旨に解される。
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しかしながら，上記のとおり，本件発明は「ア
クセス」の発明ではなく，「アクセスを提供
する方法」の発明であって，具体的にクライ
アントによるアクセスがなければ本件発明に
係る特許権を侵害することができないもので
はない。また，本件発明に係る「アクセスを
提供する方法」が提供されている限り，クラ
イアントは，被控訴人方法として提供される
アクセス方法の枠内において目的の情報ペー
ジにアクセスすることができるにとどまるの
であり，クライアントの主体的行為によって，
クライアントによる個別のアクセスが本件発
明の技術的範囲に属するものとなったり，な
らなかったりするものではないから，クライ
アントの個別の行為を待って初めて「アクセ
スを提供する方法」の発明である本件発明の
実施行為が完成すると解すべきでもない。
 そうすると，被控訴人による「アクセスを提
供する方法」が本件発明の技術的範囲に属す
るのである以上，被控訴人による被控訴人方
法の提供行為が本件発明の実施行為と評価さ
れるべきものである。

裁判所は，以上のとおりの判断によって，被
控訴人が本件特許権を侵害する者であると認
め，被控訴人サービスの差止め，サービスに使
用されているサーバーの除去及びデータベース
の消去，並びに損害賠償を認容した。

4．2　検　　討

本件特許発明は，方法の発明である。第２章
で前述したとおり，方法の発明は，経時的な発
明であるが故に，その実施，すなわち使用がな
されたというためには，実施主体において構成
要件の全てを順次実行する必要があると理解さ
れてきた。本件においては，構成要件Ｂ，Ｅ，
Ｆが，ユーザーのパソコンにおいて実行される
ものであるため，その他の構成要件が実行され

るNLIAサーバーを運用する被控訴人が，本件
発明の実施主体といえるかが問題となった。
本判決は，構成要件Ａにおいて，対象方法が

「アクセスを提供する
4 4 4 4 4

方法」（傍点筆者）と記載
されていることを根拠として，Ｂ以下に経時的
に記載されている構成要素がいまだ実行されて
いなくとも，「アクセスを提供する方法」が提
供されている限り，すなわち，NLIAサーバー
を被控訴人が運用している限り，当該方法が実
施＝使用されているとする。そのため，B以下
の構成要素の一部はユーザーにより実行される
ものであることは問題とせず，本件発明の実施
主体は，「アクセスを提供する方法」の実施主
体すなわち被控訴人サービスを実施する被控訴
人であるとする。
しかし，このような解釈は大きな問題を二重

に含んでいるものと言わざるを得ない。
まず，本判決は，構成要件ＢないしＦに規定

される各段階は，本件発明において提供される
「アクセス」が備える段階を特定するものにす
ぎないととらえ，そのような「アクセス」は，
これら各段階が現実に実行される以前に，被控
訴人のようなサービスの提供主体によって使用
されていると判断している。本件特許において，
方法の発明の特質である経時的要素は，構成要
件ＢないしＦに求められるところ，本判決はそ
の実行以前の，構成要件を実行する手段がサー
ビス提供主体によって「提供」される段階で実
施が完結していると解していることになり，方
法の特許から経時的要素を奪っている。すなわ
ち，本判決の解釈は，方法の発明を経時的要素
のない物の発明（本件で言えば，アクセスをす
る装置の発明）に転換してしまっているのであ
る。
方法の発明と物の発明の区別はクレームの記

載の仕方のみで決まるものではなく，発明の実
体によって決せられるのが原則である16）。しか
しながら，本件特許は明確に方法の発明として

 　本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 61　No. 1　2011 15

記載されており，本判決も，本件発明が方法の
発明であることを前提としている。とすれば，
単にクレームにおいて「…を提供する方法」と
記載されていることのみを根拠として，方法の
発明から経時的要素を奪い，これを物の発明と
同様に取り扱うことは解釈の域を越えるように
思われる。
また，本判決は，上述のように，構成要件Ｂ
ないしＦを静的な存在として把握可能な「アク
セス」ととらえた上で，そのような「アクセス
を提供する方法」の実施主体が本件発明の実施
主体であるとする。これは，「アクセスを提供
する方法」を使用することによって生じるのは，
「アクセスの提供」であって「アクセス」では
ないとの考え方によるものと解されるが，それ
は結局，「アクセスを提供する
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方法」とのクレ
ームの記載の仕方さえすれば，アクセスが物化
され，その物化したアクセスを「提供すること」
が実施であるという，新たな実施概念を解釈に
より創造していることになる。そして，このよ
うな新たに創造された「提供」という実施概念
は，物の特許における譲渡や貸渡しと異なり，
「方法」の提供すなわちサービスの提供である
と観念され，物の占有の移転は必要がないとさ
れているのである。
これは，２．４において前述した，物の特許
における「使用」概念を拡張する解釈に類似す
るものといえる。
上述の通り，物の特許としてクレームされて
いるネットワーク利用発明において「使用」概
念を「発明の目的を達するような方法で当該特
許発明にかかる物を用いることができるよう，
役務として提供することを含む」というように
拡張することについては，検討に値する解釈で
はあるが，慎重な考慮が必要であると思われる
ところ，本判決によると，「…を提供する方法」
とクレームに記載する方法特許によれば，ネッ
トワーク利用発明を物の発明化し，これをサー

ビスとして提供することが発明の実施にあたる
という，同様の結果をもたらすことになる。
本件特許の「アクセスを提供する方法」との

記載方法は，「アクセス」の部分に記載する語
を発明が提供しようとする効用を叙述する語に
いかようにも置き換えられるから，広範に応用
可能であると考えられる。例えば，前述の検索
情報システムの特許の例でいえば，「情報検索
を提供する方法」のように記載してしまえばよ
いことになる。したがって，本判決が是認され
るとすれば，ネットワーク利用発明の出願実務
にも大きな影響を与えることになると考えられ
る。
本判決は，複数の主体によって実行されるこ

とが想定されているネットワーク利用発明が方
法の発明としてクレームされている事案におい
て，これを実現するサービスを提供する事業者
の侵害責任を認めて権利の実効性を図るため，
本件特許が「…を提供する方法」という特徴を
有するクレーム記載がなされていたことに依拠
して，救済的な解釈をしたものと理解するべき
であろう。しかし，その解釈は，これが踏襲さ
れるとすると，上述の通り，方法の特許を物の
特許に転化してしまうという特許の秩序に関わ
る問題を生じ，クレーム記載の在り方にも大き
な影響を与えるものであるといえよう。
むしろ本件において，サービスを提供する事

業者の侵害責任を認めるための救済的な解釈を
しようとするならば，道具理論（ないしは，２．３
で触れた，これに代わる均等論）によるべきだ
ったのではないかと思われる。本件においては，
ユーザーはインターネットの一般ユーザーであ
り，アクセスの仕組みを全く意識しないでサー
ビスを利用する者であるので，道具理論の適用
に障害はなく，上述のような問題のある本件判
決の解釈に比して，弊害は少ないと思われるか
らである。
また，本件において，サービスを提供するこ
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とが方法の特許の実施，すなわち「使用」に該
当すると解釈されたことは，ネットワーク利用
発明が物の発明として特許される場合の実施行
為たる「使用」概念の解釈にも影響すると考え
られる。加工レンズ供給システム事件判決が，
サービス提供事業者がシステムを支配管理して
いることをもって，物の発明にかかるシステム
の「使用」ととらえたことと相まって，ネット
ワーク利用発明においては，システム全体を事
業者がサービスの用に供することは「使用」の
語に含まれるとする解釈が，認められてしかる
べき解釈であるという方向性が示されたと言え
るからである。

5 ． おわりに

以上２つの判決は，いずれも，複数の主体に
より実施されているネットワーク利用発明につ
いて，サービスを提供する事業者を，単独の実
施主体であると認定した。各判決により示され
た解釈は，各事案における対象特許のクレーム
の特質を踏まえた，各事案に特有のものである
が，複数の主体により実施されることが不可避
であるネットワーク利用発明について，サービ
スを提供する事業者の侵害責任を認めようとす
る姿勢は共通のものであり，このような姿勢は，
ネットワーク利用発明における特許にしかるべ
き実効性を与えるため，是認すべきものである。
そのための解釈の在り方として，これらの判
決は，特許の対象となっているネットワークを
利用したシステム全体をサービスの用に供する
事業者が，当該システムの「使用」によって実
施する者であるとの解釈の方向性を示している
といえ，今後の実務及び理論の展開にこうした
面から大きな影響を及ぼすと考えられる。
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